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社会 ─解答と解説

【解　説】

1　
問１　 B1  特徴的な部分に注目する  置き換え  比較
　群馬県の嬬

つま

恋
ごい

村
むら

では、夏でもすずしい気候をいかして、キャベツ、レタス、はくさいなどの高

原野菜を、季節をずらして夏につくる高冷地農業がさかんです。嬬恋村は中央高地の気候に分類

されるため、雨温図はウです。アは日本海側の気候に分類される石川県輪
わ

島
じま

市、イは太平洋側の

気候に分類される高知県高知市、エは瀬
せ

戸
と

内
うち

の気候に分類される香川県高
たか

松
まつ

市の雨温図です。

問２　 A2  比較
　東北地方は豊かな森林資

し

源
げん

にめぐまれています。中でも、青森（津
つ

軽
がる

）ひばや秋田すぎは、木
き

曽
そ

ひのきとともに、天然の三大美林として知られています。

　　　

問３　 B1  置き換え  分類
　りんごには多くの種類がありますが、青色のりんごの代表が王

おう

林
りん

です。また、五
ご

所
しょ

川
がわ

原
ら

市のみ

で栽
さい

培
ばい

されているりんごの品種は、「御
ご

所
しょ

川
が

原
わら

」です。イの紅
こう

玉
ぎょく

はアメリカ原産の赤色が強い品

種で、酸味が強いため、主に加工用として利用されています。ウのふじは日本で開発された品種で、

世界で最も多く食べられている品種です。エのジョナゴールドはアメリカで開発された品種で、

紅玉とゴールデンデリシャスをかけあわせてできました。

問４　 B1  視点を変える  置き換え  関係づけ
　北海道は農水産業がさかんで、その生産額は日本一です。また、豊かな農水産物をいかした食

料品工業がさかんです。Ａの上
かみ

川
かわ

盆
ぼん

地
ち

や石
いし

狩
かり

平野では稲
いな

作
さく

、Ｂの十
と

勝
かち

平野ではじゃがいも、てん

さい、小麦などの畑作、Ｃの根
こん

釧
せん

台地では、牛
ぎゅう

乳
にゅう

・バターなどを生産する酪
らく

農
のう

がさかんです。

問５　 B1  特徴的な部分に注目する  置き換え  比較
　鉄

てっ

鋼
こう

の原料は、鉄鉱石、石炭、石
せっ

灰
かい

石
せき

です。鉄鉱石はオーストラリアやブラジル、カナダなど、

石炭は、オーストラリアやインドネシア、カナダなどが主な輸入相手国となっています。石灰石は、

国内でほとんどをまかなえる数少ない資源で、セメントなどの原料にもなります。

問６　 B1  視点を変える  置き換え
　自動車工業は現在、機械工業の中心となっている工業で、日本の生産台数は世界有数です。国

内では、自動車など輸送用機械の出荷額は愛知県が全国一位となっています。外国では、2000年

代中ごろから、中国が生産台数を増やし、現在世界一の生産国になっています。

問７　 A1  知識
　自動車の生産がさかんな愛知県豊田市のほか、電気機器の生産がさかんな茨城県日

ひ

立
たち

市なども

企
き

業
ぎょう

城下町として知られています。
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社会 ─解答と解説

問８　 B1  特徴的な部分に注目する  置き換え  比較
　アは東海工業地

ち

域
いき

で、機械の割
わり

合
あい

が高くなっています。イは関東内陸工業地域で、機械と食料

品の割合が高くなっています。エは京
けい

葉
よう

工業地域で、ほかの工業地域と比べて化学の割合が非常

に高いのが特
とく

徴
ちょう

です。瀬戸内工業地域は、京葉工業地域に次いで化学の割合が高くなっています。

　

問９　 A2  比較
　近年、魚の減少や漁かく量の規制などで漁かく量が減っています。そのため、 魚を卵

たまご

からかえ

し、いけすの中で育てる養
よう

殖
しょく

漁業や、卵をふ化させたあとに魚の子どもを放流し、成長したあと

にとる栽
さい

培
ばい

漁業など、魚をつくり育てる努力が各地で行われています。アは愛媛県、イとエは静

岡県の水産業についての説明です。

問10　 A1  知識
　阿

あ

蘇
そ

山は、熊本県の北部に位置する火山で、火山が噴
ふん

火
か

したあとに、山
さん

頂
ちょう

付近がへこんででき

たくぼ地であるカルデラが広がっています。

問11　 A2  比較
　アの美

み

濃
の

和紙は岐阜県、イの信
しが

楽
らき

焼は滋賀県、エの九
く

谷
たに

焼は石川県の伝統的工芸品です。

問12　 A2  比較
　琵

び

琶
わ

湖
こ

は滋賀県の面積のおよそ６分の１を占
し

めています。琵琶湖から流れる淀
よど

川の水は、近
きん

畿
き

地方の人々に多く利用されるため、「京
けい

阪
はん

神
しん

の水がめ」と呼
よ

ばれています。琵琶湖から流れでた

川は滋賀県内では瀬
せ

田
た

川、京都府内では宇
う

治
じ

川と呼ばれ、京都盆地で桂
かつら

川、木
き

津
づ

川と合流して淀

川となります。

問13　 B2  視点を変える  推論  理由
　岐阜県の南部は濃

のう

尾
び

平野が広がる低地となっています。濃尾平野には、木
き

曽
そ

川・長
なが

良
ら

川・揖
い

斐
び

川の「木曽三川
せん

」が合流する地点があり、水害が起こりやすい地域となっていたため、輪
わ

中
じゅう

と呼
よ

ばれる堤
てい

防
ぼう

で囲まれた集落が見られます。また、水
みず

屋
や

と呼ばれる、水害時に避
ひ

難
なん

するために、一

段
だん

と高い所につくられた建物もかつては多く見られました。

問14　 B1  特徴的な部分に注目する  置き換え  比較
　面積が最も広いエが長野県、人口が最も多いウが愛知県であることがわかります。残り２つの

うち、三重県の方が、製造品出荷額等が多いため、アが三重県、イが岐阜県になります。

問15　 A2  比較
　やませは、夏に吹

ふ

く北東の風です。東北地方の太平洋側に吹きつけるとき、寒流の千島海流の

上を通るため、冷たくしめった風となります。からっ風は、関東地方で、冬に越
えち

後
ご

山脈をこえて
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社会 ─解答と解説

吹く、冷たく乾
かん

燥
そう

した風のことです。

2　
問１　 A2  具体・抽象  比較
　イの十七条の憲

けん

法
ぽう

は役人の心がまえを示したものです。ウで聖
しょう

徳
とく

太
たい

子
し

が遣
けん

隋
ずい

使
し

として派遣した

のは小
お

野
のの

妹
いも

子
こ

です。エの飛
あ す か

鳥寺は蘇
そ

我
がの

馬
うま

子
こ

が建てたとされる仏教寺院です。

問２　 A2  比較
　ア、ウ、エは平

へい

安
あん

時代の国風文化の内容です。

※各時代の文化の特色

〇飛鳥時代…聖徳太子のころに仏教文化である飛鳥文化が栄えた。

〇奈
な

良
ら

時代…‌�聖
しょう

武
む

天皇のころに遣
けん

唐
とう

使
し

がもたらした中国の文化の影
えい

響
きょう

を受けた天
てん

平
ぴょう

文化が栄え

た。

〇平安時代…日本の風土や生活に合った国風文化が栄えた。

〇鎌
かま

倉
くら

時代…‌�素
そ

朴
ぼく

で力強い、武士の気風がみなぎる文化が発達し、新しい仏教が数多く開かれ

た。

〇室
むろ

町
まち

時代…‌�武士の文化と貴族の文化がとけあった室町文化が生まれた。また、禅
ぜん

宗
しゅう

も室町文

化に影響をあたえた。

〇安
あ

土
づち

・桃
もも

山
やま

時代…‌�豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

のころに、大名や商人の経
けい

済
ざい

力
りょく

をいかした豪
ごう

華
か

で華
はな

やかな桃山文

化が生まれた。

〇江
え

戸
ど

時代…‌�５代将軍徳
とく

川
がわ

綱
つな

吉
よし

のころ、上方（京都・大阪）を中心に、商人たちの豊かな経済

力を背
はい　けい

景とした元
げん

禄
ろく

文化が生まれ、浮
うき

世
よ

絵
え

が確立された。また、11代将軍徳
とく

川
がわ

家
いえ

斉
なり

のころ、江戸を中心とした化
か

政
せい

文化が生まれ、錦
にしき

絵
え

などの浮世絵が発達した。

問３　 A2  順序立てて筋道をとらえる  

　ア（935年）→エ（1086年）→イ（1156年）→ウ（1167年）の順になります。

平安時代に起こった戦乱

 935年　平
たいらの

将
まさ

門
かど

の乱…関東地方で起こった。

 939年　藤
ふじ

原
わらの

純
すみ

友
とも

の乱…瀬戸内地方で起こった。

1051年　前九年の役
えき

…東北地方で起こった。

1083年　後三年の役…東北地方で起こった。

1156年　保
ほう

元
げん

の乱…上皇と天皇の対立から起こった。

1159年　‌�平
へい

治
じ

の乱… 源
みなもとの

義
よし

朝
とも

と平清
きよ

盛
もり

の対立から起こり、勝利した平清盛が政治の実
じっ

権
けん

を握
にぎ

った。

1185年　壇
だん

ノ
の

浦
うら

の戦い…平氏がほろびた。
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問４　 A2  比較
　後

ご

鳥
と

羽
ば

上皇が鎌倉幕
ばく

府
ふ

の２代執
しっ

権
けん

であった北
ほう

条
じょう

義
よし

時
とき

を討
う

つ命令を出したことで、源頼
より

朝
とも

の妻で

あった北条政
まさ

子
こ

が御
ご

家
け

人
にん

に対して演説し、御家人は結束を固め上皇方の軍を破りました。この戦

いを承
じょう

久
きゅう

の乱といいます。承久の乱後、後鳥羽上皇は隠
お

岐
き

（島根県）に流され、京都には朝
ちょう

廷
てい

を

監
かん

視
し

するための六
ろく

波
は

羅
ら

探
たん

題
だい

がおかれました。その結果、幕府の支配が西国にまでおよぶようにな

りました。

問５　 A2  比較
　アは文

ぶん

永
えい

の役
えき

の説明ですが、元軍は高
こう

麗
らい

の軍とともに、北九州に襲
しゅう

来
らい

しました。イは最初に襲

来した文永の役の内容です。ウは弘
こう

安
あん

の役の説明で、文永の役の後、二度目の襲来に備えて石
せき

塁
るい

が築かれました。

問６
（１）　　 B1  視点を変える  置き換え  

　京都には多くの物資が運ばれるため、馬
ば

借
しゃく

が活やくしました。

（２）　 A2  比較
　室町時代には、本格的な自治組織である惣

そう

がつくられ、農民たちは寄
より

合
あい

と呼ばれる会議で村の

ことを話し合いました。商工業の発達にともなって、土倉や酒屋などの金貸しを営む金
きん

融
ゆう

業者も

あらわれました。また、備
びっ

中
ちゅう

ぐわや千
せん

歯
ば

こき、千
せん

石
ごく

どおし、唐
とう

箕
み

は江戸時代に登場した農具です。

問７　 A2  比較
　アの徳川吉

よし

宗
むね

は御
ご

成
せい

敗
ばい

式
しき

目
もく

ではなく公
く

事
じ

方
かた

御
お

定
さだめ

書
がき

を制定しました。イの目
め

安
やす

箱
ばこ

を設置したのは

徳川吉宗です。ウの松
まつ

平
だいら

定
さだ

信
のぶ

は蘭
らん

学
がく

ではなく朱
しゅ

子
し

学以外の学問を禁止しました。

江戸時代の幕府改
かい

革
かく

享
きょう

保
ほう

の改革…8代将軍徳川吉宗が実
じっ

施
し

　・参
さん

勤
きん

交代をゆるめるかわりに、幕府に米を納めさせる上
あげ

米
まい

の制を実施した。
　・庶

しょ

民
みん

の意見を反映させるための目安箱を設置した。
　・裁

さい

判
ばん

の基準を定めた公事方御定書を制定した。
田
た

沼
ぬま

意
おき

次
つぐ

…株
かぶ

仲
なか

間
ま

の奨
しょう

励
れい

、長崎貿易の活発化など、積極的な経済政策を実施した。
寛
かん

政
せい

の改革…老中の松平定信が実施
　・出かせぎに来た人を農村に帰し、ききんに備えて米をたくわえさせた。
　・幕府の学問所での朱子学以外の学問を禁止させた。
天
てん

保
ぽう

の改革…老中の水
みず

野
の

忠
ただ

邦
くに

が実施
　・江戸や大阪周辺の農村を幕府の領地にしようとする上

あげ

知
ち

令
れい

（上地令）を出した。
　・株仲間の解散を命じ、物価を引き下げようとした。
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社会 ─解答と解説

問８　 B1  視点を変える  置き換え  比較
　日米和親条約が結ばれ、下

しも

田
だ

（静岡県）・函
はこ

館
だて

（北海道）の両港が開かれました。幕府は同様

の条約をイギリス・ロシア・オランダとも結びました。これにより、およそ200年にわたる鎖
さ

国
こく

体制が終わりました。

問９ 

（１）　 A2  比較
　外務大臣の陸

む

奥
つ

宗
むね

光
みつ

は、イギリスとの交
こう

渉
しょう

で領事裁判権
けん

の撤
てっ

廃
ぱい

に成功しました。アの関税自主

権は、1911年に小
こ

村
むら

寿
じゅ

太
た

郎
ろう

がアメリカと交渉して完全回復しました。

（２）　 A2  比較
アは1925年、イとエは1872年のできごとです。

（３）　 A2  比較
　ロシアのアジア進出に対

たい

抗
こう

するため、日本はイギリスと日英同
どう

盟
めい

を結びました。戦後、アメリ

カ大統領の仲立ちで、両国の講和条約であるポーツマス条約が結ばれました。しかし、賠
ばい

償
しょう

金を

得られなかったため、日本国内では条約に対する不満が上がり、日
ひ

比
び

谷
や

焼き打ち事件が起こりま

した。下
しもの

関
せき

条約は、日清戦争の講和条約です。

下関条約とポーツマス条約の内容

〇下関条約

　・清は朝
ちょう

鮮
せん

の独立を認
みと

める。

　・清は賠償金として２億両
テール

（約3億1000万円）を支
し

払
はら

う。

　・清は台
たい

湾
わん

・遼
りょう

東
とう

半島などを日本にゆずりわたす。

〇ポーツマス条約

　・韓
かん

国
こく

における日本の指導権を認める。

　・旅
リュイ

順
シュン

・大
ター

連
リエン

と南満州鉄道の権利を日本にゆずる。

　・北
ほく

緯
い

50度以南の樺
から

太
ふと

を日本にゆずりわたす。

（４）　 A2  比較
　アは大正時代の1922年のできごとです。イは明治時代前半の古い身分制度が廃

はい

止
し

された時代の

ことです。ウは明治時代の1890年代のできごとです。

（５）　 A2  比較
　朝鮮戦争をきっかけに、日本は自国を防衛できる組織として警察予備隊を発

ほっ

足
そく

させました。警

察予備隊は、1952年に保
ほ

安
あん

隊
たい

、1954年に自
じ

衛
えい

隊
たい

となりました。

りょじゅん だいれん
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（６）　 A2  比較
　1970年代に中東地域で起こった第４次中東戦争の影響で、オイルショック（石油危機）が起こ

りました。これにより、石油を中心に物価が上
じょう

昇
しょう

したことで、先進諸国の経済が混
こん

乱
らん

して、日本

の高度経済成長も終わりました。また、石油の価格の上昇で、漁船の燃料費も高とうしたことから、

遠洋漁業も大きな打
だ

撃
げき

を受け、漁
ぎょ

獲
かく

量
りょう

の減少の原因の一つになりました。

3　
問１　 A1  知識
　日本国憲法の三大原則は、すべて日本国憲法の前文に記されています。また、日本国憲法は、

国の最高法規であり、憲法に違
い

反
はん

した法律などは認められていません。

　

問２ 

（１）　 A2  具体・抽象  比較
　アは、自由権の中の精神の自由のうち、集会の自由が、「公共の福

ふく

祉
し

（社会全体の幸福）」によっ

て制限される場合の説明です。イは、身体の自由のうちの法定手続きの保
ほ

障
しょう

にあたります。エは、

精神の自由のうち表現の自由にあたります。

（２）　 A2  具体・抽象  比較
　日本国憲法の制定後、社会でさまざまな変化が生まれたため、制定当時では考えられなかった

問題が発生するようになってきました。そのため、憲法に書かれていない新しい人権が認められ

るようになってきました。アはプライバシーの権利、イは環
かん

境
きょう

権、エは自
じ

己
こ

決定権になります。

新しい人権の例

・環境権…‌�高
こう

層
そう

マンションなどの建設にともなう日照権の侵
しん

害
がい

や、公害から生活を守るための

権利。

・知る権利…政治がきちんと行われているかどうかを知るために、情報公開を求める権利。

・プライバシーの権利…個人の私生活を守る権利。

・自己決定権…自分の生き方などについて自由に決定することができる権利。

問３　 A2  比較
　大日本帝国憲法では、天皇はすべての権力を握

にぎ

っていましたが、日本国憲法では、天皇の仕事は、

形式的・儀
ぎ

礼
れい

的な国
こく

事
じ

行
こう

為
い

に限られ、内閣の助言と承
しょう

認
にん

が必要であると定められています。

　

問４　 B1  視点を変える  置き換え  比較
　憲法を改正するときは、国会の各議院の総議員の３分の２以上の賛成によって発議されます。

その後、国民投票で投票総数（有効投票）の過半数の賛成を得られれば、憲法は改正されます。

そのため、日本国憲法は改正しにくい憲法であるといえます。
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問５
（１）　 B1  視点を変える  置き換え  比較
　法律案は、内閣や国会議員が作成して議長に提出されます。法律案の場合は、どちらの議院に

先に提出してもかまいません。法律案は、その内容に応じて、委員会で審
しん

議
ぎ

され、場合によっては、

学者や専門家を招いて意見を聞く公
こう

聴
ちょう

会
かい

が開かれます。その後、本会議で賛成・反対を議決し、

両議院で可決して成立すると、天皇によって公布されます。

（２）　 B2  視点を変える  推論  理由
　小選挙区制では、１つの選挙区から１人が当選します。そのため、死票（むだになった票）が

多くなってしまい、少数意見を反映しづらくなります。一方、大選挙区制は、死票が少ないとい

う長所がありますが、選挙区が広い分、移動や宣
せん

伝
でん

に費用がかかり、選挙費用が高くなるという

短所があります。

問６　 A2  比較
　内閣の仕事には、法律で決められたことを実行する、予算や法律案をつくり、国会に提出する、

外国と条約を結ぶ、閣
かく

議
ぎ

を開く、最高裁判所の長官を指名し、その他の裁判官を任命する、衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

の解散を決定することなどがあります。

問７
（１）　 B1  視点を変える  置き換え  比較
　刑

けい

事
じ

裁
さい

判
ばん

は、重大な犯
はん

罪
ざい

をおかし、検察官によって起
き

訴
そ

された被
ひ

告
こく

人
にん

を裁
さば

くための裁判です。

被告人は弁護士をつけることができます。

（２）　 A2  比較
　司法に対する国民の関心を高め、さまざまな意見を取り入れていこうとする改革の一つとして、

裁判員制度がつくられました。裁判員制度は、国民から選ばれた裁判員６名が、原則、重大な事

件の刑事裁判の第一審
しん

（地方裁判所）に参加し、裁判官３名とともに評議を行う制度です。

問８　 B1  視点を変える  具体・抽象  比較
　三権分立とは、立法権を国会、行政権を内閣、司法権を裁判所が持ち、おたがいに監

かん

視
し

し合う

ことで、権力のいきすぎを防ぐしくみです。この考え方は、フランスの思想家モンテスキューが『法

の精神』の中で主張しました。

問９
（１）　 A1  知識
　地方自治体の住民がある一定数の署

しょ

名
めい

を集めれば、地方自治体にさまざまな要求ができる権利

を直接請
せい

求
きゅう

権といいます。直接請求権には、条例の制定・改正・廃
はい

止
し

、監
かん

査
さ

請求、首長や議員な
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どの解職請求、議会の解散請求があります。

　

（２）　 A2  置き換え
　条例の制定を要求するためには、有権者の50分の１以上の署名が必要です。よって、30万人の

50分の１である6000人以上の署名が必要です。

問10　 A2  比較
　国の財政をあつかう役所は財務省で、税の使いみちを定めた予算を作成します。予算は、通常

国会で議決されます。

問11　 B1  視点を変える  置き換え  比較
　ア・ウ・エは、東京都が最も大きくなっているのに対して、イだけは、東京都のみ０円になっ

ています。東京都は税
ぜい

収
しゅう

が不足していないので、地方交付税交付金を国から給付してもらう必要

がないためです。

（記述問題の採点について）
・�明らかな誤字・脱字がある場合…－１点
1 問13
「水屋」・「水害」のことばが使用されていない場合
…不正解
3 問５（2）
「死票」・「反

はん

映
えい

」のことばが使用されていない場合
…不正解
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